
沖縄県教育委員会規則の一部改正（沖縄県立学校の分校の設置に関する規

則等の一部を改正する規則）

県立学校教育課

沖縄県教育委員会の議決事項及び教育長に委任する事項等に関する規則第４条

第１項第２号の規定に基づき、教育長専決により処理したので、同規則第６条の

規定により報告する。

１ 規則の概要

県立学校の分校の設置、学校の管理運営、学校の通学区域について必要な事

項を定めた教育委員会規則。

⑴ 沖縄県立学校の分校の設置に関する規則

⑵ 沖縄県立高等学校管理規則

⑶ 沖縄県立特別支援学校管理規則

⑷ 沖縄県立高等学校の通学区域に関する規則

⑸ 沖縄県立特別支援学校の通学区域に関する規則

２ 改正の経緯及び必要性

沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴い、

沖縄県立伊良部高等学校を廃止するとともに沖縄県立はなさき支援学校を設置

するため、関係規程を改正する必要がある。

３ 改正の概要

各規則の別表等において、伊良部高等学校に関する表記を削除し、美咲特別

支援学校はなさき分校に関する表記を削除又は沖縄県立はなさき支援学校と改

める。

４ 公布日（公報登載日）及び施行年月日

公 布 日 令和２年10月23日

施行年月日 令和３年４月１日

５ 根拠法令

沖縄県立高等学校等の設置に関する条例

６ 添付資料

新旧対照表

令和２年第14回教育委員会会議 報告事項（２）



新
旧
対
照
表

沖
縄
県
立
学
校
の
分
校
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
4
7
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
規
則
第
1
2
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

第
１
条

（
略
）

第
１
条

（
略
）

（
分
校
の
設
置
等
）

（
分
校
の
設
置
等
）

第
２
条

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
県
立
学
校
に
分
校
を
置
き
、
そ
の
名
称
及
び
位
置
は
、
そ
れ
ぞ
第
２
条

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
県
立
学
校
に
分
校
を
置
き
、
そ
の
名
称
及
び
位
置
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

れ
当
該
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

県
立
学
校
の
名
称

分
校
の
名
称

分
校
の
位
置

県
立
学
校
の
名
称

分
校
の
名
称

分
校
の
位
置

（
削
る
。
）

（
削
る
。
）

（
削
る
。
）

沖
縄
県
立
美
咲
特
別
支
援
学
校

は
な
さ
き
分
校

北
中
城
村
字
屋
宜
原
4
1
5
番
地

沖
縄
県
立
鏡
が
丘
特
別
支
援
学
校

浦
添
分
校

浦
添
市
経
塚
7
1
5
番
地

沖
縄
県
立
鏡
が
丘
特
別
支
援
学
校

浦
添
分
校

浦
添
市
経
塚
7
1
5
番
地

（
注
）

規
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
の
対
照
箇
所
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
く
こ
と
。

（
新
旧
対
照
表

1
ペ
ー
ジ
）

2
0
2
0
/
1
0
/
0
5
1
7
:
4
9



新
旧
対
照
表

沖
縄
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
（
平
成
1
2
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
規
則
第
７
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

第
１
条
・
第
２
条

（
略
）

第
１
条
・
第
２
条

（
略
）

（
名
称
、
位
置
等
）

第
３
条

（
略
）

第
３
条

学
校
の
名
称
、
位
置
、
科
、
課
程
、
修
業
年
限
及
び
学
科
は
、
別
表
第
１
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

第
４
条
～
第
９
条

（
略
）

第
４
条
～
第
９
条

（
略
）

（
連
携
型
高
等
学
校
の
教
育
課
程
）

第
９
条
の
２

（
略
）

第
９
条
の
２

別
表
第
２
の
左
欄
に
掲
げ
る
高
等
学
校
（
以
下
「
連
携
型
高
等
学
校
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
は
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
2
2
年
文
部
省
令
第
1
1
号
）
第
8
7
条
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
中
学
校
（
以
下
「
連
携
型
中
学
校
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
教
育

と
の
一
貫
性
に
配
慮
し
た
教
育
を
施
す
も
の
と
す
る
。

２
（
略
）

第
９
条
の
３
～
第
8
9
条

（
略
）

第
９
条
の
３
～
第
8
9
条

（
略
）

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）

名
称

位
置

科
課
程

修
業
年
限

学
科

名
称

位
置

科
課
程

修
業
年
限

学
科

沖
縄
県
立

宮
古
島
市
平
良
字
西

全
日
制

三
年

普
通
科

沖
縄
県
立

宮
古
島
市
平
良
字
西

全
日
制

三
年

普
通
科

宮
古
高
等
学
校

里
理
数
科

宮
古
高
等
学
校

里
理
数
科

（
削
る
。
）

（
削
る
。
）

（
削
る
。
）
（
削
る
。
）
（
削
る
。
）

沖
縄
県
立

宮
古
島
市
伊
良
部
字

全
日
制

三
年

普
通
科

伊
良
部
高
等
学
校

前
里
添

沖
縄
県
立

宮
古
島
市
平
良
字
下

全
日
制

三
年

生
物
生
産
科

沖
縄
県
立

宮
古
島
市
平
良
字
下

全
日
制

三
年

生
物
生
産
科

宮
古
総
合
実
業
高
里

食
と
環
境
科

宮
古
総
合
実
業
高
里

食
と
環
境
科

等
学
校

生
活
福
祉
科

等
学
校

生
活
福
祉
科

海
洋
科
学
科

海
洋
科
学
科

商
業
科

商
業
科

（
新
旧
対
照
表

1
ペ
ー
ジ
）

2
0
2
0
/
1
0
/
0
5
1
7
:
4
9



別
表
第
２
（
第
９
条
の
２
関
係
）

別
表
第
２
（
第
９
条
の
２
関
係
）

連
携
型
高
等
学
校

連
携
型
中
学
校

連
携
型
高
等
学
校

連
携
型
中
学
校

沖
縄
県
立
久
米
島
高
等
学
校

久
米
島
町
立
久
米
島
西
中
学
校

沖
縄
県
立
久
米
島
高
等
学
校

久
米
島
町
立
久
米
島
西
中
学
校

久
米
島
町
立
球
美
中
学
校

久
米
島
町
立
球
美
中
学
校

（
削
る
。
）

（
削
る
。
）

沖
縄
県
立
伊
良
部
高
等
学
校

宮
古
島
市
立
伊
良
部
島
中
学
校

別
表
第
３
・
第
４

（
略
）

別
表
第
３
・
第
４

（
略
）

第
１
号
様
式
～
第
2
2
号
様
式

（
略
）

第
１
号
様
式
～
第
2
2
号
様
式

（
略
）

（
注
）

規
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
の
対
照
箇
所
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
く
こ
と
。

（
新
旧
対
照
表

2
ペ
ー
ジ
）

2
0
2
0
/
1
0
/
0
5
1
7
:
4
9



新
旧
対
照
表

沖
縄
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則
（
平
成
1
2
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
規
則
第
８
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

第
１
条
・
第
２
条

（
略
）

第
１
条
・
第
２
条

（
略
）

（
名
称
、
位
置
、
修
業
年
限
等
）

第
３
条

（
略
）

第
３
条

学
校
の
名
称
、
位
置
、
障
害
の
種
類
、
部
、
科
、
修
業
年
限
及
び
学
科
は
、
別
表
第
１
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
４
条
～
第
8
4
条

（
略
）

第
４
条
～
第
8
4
条

（
略
）

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）

名
称

位
置

障
害
の
種
類

部
科

修
業
年
限

学
科

名
称

位
置

障
害
の
種
類

部
科

修
業
年
限

学
科

沖
縄
県
立
美
咲
沖
縄
市
美
里

知
的
障
害

幼
稚
部

１
年
、
２
年
、
３
年

沖
縄
県
立
美
咲
沖
縄
市
美
里

知
的
障
害

幼
稚
部

１
年
、
２
年
、
３
年

特
別
支
援
学
校

特
別
支
援
学
校

小
学
部

６
年

小
学
部

６
年

中
学
部

３
年

中
学
部

３
年

高
等
部

３
年

普
通
科

高
等
部

３
年

普
通
科

沖
縄
県
立
は
な
北
中
城
村
字
屋
知
的
障
害

小
学
部

６
年

は
な
さ
き
分
北
中
城
村
字
屋
知
的
障
害

小
学
部

６
年

さ
き
支
援
学
校

宜
原

校
宜
原

中
学
部

３
年

中
学
部

３
年

高
等
部

３
年

普
通
科

高
等
部

３
年

普
通
科

別
表
第
２

（
略
）

別
表
第
２

（
略
）

第
１
号
様
式
～
第
2
1
号
様
式

（
略
）

第
１
号
様
式
～
第
2
1
号
様
式

（
略
）

（
注
）

規
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
の
対
照
箇
所
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
く
こ
と
。

（
新
旧
対
照
表

1
ペ
ー
ジ
）

2
0
2
0
/
1
0
/
0
5
1
7
:
5
0



新
旧
対
照
表

沖
縄
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
（
平
成
1
6
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
規
則
第
７
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

第
１
条

（
略
）

第
１
条

（
略
）

（
学
区
）

第
２
条

（
略
）

第
２
条

全
日
制
の
課
程
の
普
通
科
の
学
区
は
、
別
表
第
１
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第

２
に
掲
げ
る
地
域
に
つ
い
て
は
、
県
全
域
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

第
３
条
～
第
５
条

（
略
）

第
３
条
～
第
５
条

（
略
）

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

学
区
名

高
等
学
校
名

区
域

学
区
名

高
等
学
校
名

区
域

宮
古
学
区

宮
古
高
等
学
校

宮
古
島
市

宮
古
学
区

宮
古
高
等
学
校

宮
古
島
市

（
削
る
。
）

伊
良
部
高
等
学
校

別
表
第
２

（
略
）

別
表
第
２

（
略
）

別
記
様
式

（
略
）

別
記
様
式

（
略
）

（
注
）

規
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
の
対
照
箇
所
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
く
こ
と
。

（
新
旧
対
照
表

1
ペ
ー
ジ
）

2
0
2
0
/
1
0
/
0
5
1
7
:
5
0



新
旧
対
照
表

沖
縄
県
立
特
別
支
援
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
（
平
成
2
2
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
規
則
第
３
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

第
１
条

（
略
）

第
１
条

（
略
）

（
学
区
）

第
２
条

（
略
）

第
２
条

特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
、
小
学
部
及
び
中
学
部
並
び
に
高
等
部
（
普
通
科
に
限
る
。
）

の
学
区
は
、
別
表
第
１
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
２
に
掲
げ
る
区
域
に
つ
い
て
は
、
県

全
域
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

第
３
条
～
第
５
条

（
略
）

第
３
条
～
第
５
条

（
略
）

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

学
区
名

特
別
支
援
学
校
名

区
域

学
区
名

特
別
支
援
学
校
名

区
域

中
頭
学
区

美
咲
特
別
支
援
学
校

（
略
）

（
略
）

中
頭
学
区

美
咲
特
別
支
援
学
校

（
略
）

（
略
）

は
な
さ
き
支
援
学
校

（
略
）

美
咲
特
別
支
援
学
校
は
な
（
略
）

さ
き
分
校

泡
瀬
特
別
支
援
学
校

（
略
）

泡
瀬
特
別
支
援
学
校

（
略
）

別
表
第
２

（
略
）

別
表
第
２

（
略
）

（
注
）

規
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
の
対
照
箇
所
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
く
こ
と
。

（
新
旧
対
照
表

1
ペ
ー
ジ
）

2
0
2
0
/
1
0
/
0
5
1
7
:
5
1


